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児島湖環境保全対策

（6）児島湖流域水質保全基金

（5）岡山県児島湖環境保全条例

　この条例は、児島湖流域を、潤いと安らぎのある自
然豊かで美しい水辺空間として再生・創造するため、
平成３年３月に制定されました。
　条例では、水質保全だけでなく、自然保護、景観形
成、水辺環境整備等児島湖流域の総合的な環境保全
を推進することとしています。

条例の主な内容

条例のねらい

〈行政が行うこと〉
●児島湖流域の環境の保全に関する基本方針の策定
●下水道等の整備の促進
●生態系、親水等に配慮した護岸の採用
●環境保全実践モデル地区の指定と推進計画の策定により、地域の特性に応じた環境保全の推進
●環境保全推進員の設置と推進員による水質や自然状況等についての調査・報告

〈住民・事業者の方にお願いすること〉
●水切りネット等の使用、廃食用油の適正な処理に努めること
●排水処理システムを備えていないディスポーザーを使ったり、売ったりしないようにすること
●農薬・肥料・飼料等を適切に使用すること
●下水道計画がない地域においては、合併処理浄化槽の設置に努めること

　児島湖及びその流域河川の環境保全を目的として、県・流域6市町からの出捐金
及び流域住民等の募金により、公益財団法人児島湖流域水質保全基金を設立し、児
島湖流域の水質浄化に関する調査研究や普及啓発を行うほか、児島湖をきれいにす
るための取り組みに対して助成などを行っています。
　児島湖をきれいにするために、みんなで考え、みんなで水質浄化実践運動に取り
組みましょう。
　なお、助成事業の詳しい内容については、公益財団法人児島湖流域水質保全基金
HP（http://kojimako.jp）をご覧いただくか、県環境管理課又は最寄りの流域６
市町の環境保全担当課にお問い合わせください。

助成対象事業
　次の事業について、経費の一部を助成しています。
①環境保全推進員が行う研修会等
②子供会が行う水辺教室等（水生生物の観察）
③町内会や協議会加盟団体等が行う児島湖や水質
浄化への取り組みが活発と認められる先進地へ
の視察調査
④町内会や協議会加盟団体等が行う浮き花壇等の
植物を利用した水質浄化実践活動の導入

⑤町内会や協議会加盟団体等が行う水質浄化施設
等の管理
⑥町内会や協議会加盟団体等が行う児島湖流域河
川の清掃活動
⑦町内会や協議会加盟団体等が行う上記以外の水
質浄化等モデル事業で、特に優れていると認め
られるもの

逸見千利さん  撮影



14

児島湖環境保全対策

30

東
畦

都

錦 浦安

南輝

福成
千鳥

築港

松尾

見石

八浜

北七区

都六区

錦六区

西高崎

南七区

鴨川

東丁場
妹尾

中畦
藤田

大
曲

倉敷
川

笹
ヶ
瀬
川

旭
川

児島湖

はざかわ

びぜん
　かたおか

つねやま はちはま

せのお

岡南飛行場

岡南
大橋

岡山港

児島湾

金甲山

十禅寺山

1
7

6
11

14

15
8

12

16

5

413

2

9
3

10

東七区

（7）児島湖畔環境保全アダプト推進事業

番号 活動団体名

岡山児島湖クラブ
Clean,s
公益財団法人岡山県環境保全事業団
岡山県立玉野光南高等学校生徒会
奥自治会
岡山県立津山工業高等学校工業化学科

見石ニュータウン自治会
玉野市立八浜中学校生徒会
岡山市立福南中学校
甲浦小学校区育樹会
七区小学校とこトン部隊
自転車道を美しくする会

番号 活動団体名

東七区区会
七区楽友クラブ
２組ふれあい公園友の会
Tamano Post. teens

番号 活動団体名

　 アダプトとは養子縁組のことであり、地域の住民や企業の皆さんに児島湖畔を自分の
「養子」とみなして、愛情と責任をもって定期的に清掃・美化活動をしています。
　 児島湖畔環境保全アダプト推進事業には、現在１6団体が参加しており、県では、アダ
プト団体が行う草刈りや浮遊ごみの回収、植栽・管理などの清掃・美化活動に必要な物品
の購入費やゴミ処理経費などについて助成を行っています。
　 活動場所付近には団体の名称を記載したアダプトサイン（看板）を設置しています。児島
湖をきれいにしたいと思う仲間が、皆さんのお住まいの近くで活動しているかもしれません。
　 児島湖を憩い楽しむ場とするため、皆さんのアダプト活動への参加をお願いします。
　 詳しいことは岡山県環境管理課ＨＰ（https：//www.pref.okayama.jp/page/268001.html）
をご覧ください。

児島湖畔環境保全アダプト推進事業　認定団体と活動エリア
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